
 

❍ 認知症施策の概要（認知症施策推進大綱） 

 

❍ 基礎となる理念や考え方 

❍ 尊厳の保持、偏見や誤解の解消 

❍ 日常生活・社会生活における意思決定支援とは 

 

❍ 認知症の症状と生活や心理への影響 

❍ 症状出現に影響する要因 

 

❍ チームケアの観点を含めた基礎的な認知症ケアの方法 

❍ 家族介護者への支援方法 

事業所・受講者の皆様へ 
 

 

 

 

認知症介護基礎研修は、認知症介護に関する基礎的な知識・技術を修得するための研修であり、

介護に関わる全ての方の認知症対応力を向上させていく観点から、令和３年度より、介護に直接

携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有さない方について、この研修を受講することが義務

づけられました（令和６年３月 31 日までの経過措置あり）。 

 

 

 

 
 

eラーニングは、パソコンやスマートフォン、タブレット端末などを使い、インターネットを

利用して受講する学習方法です。 

時間や場所を問わず、受講者の方のご都合に合わせて学習を進めることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症介護基礎研修とは 

令和４年４月１日から認知症介護基礎研修はeラーニングで実施します   

１ 

２  eラーニングとは 

 標準カリキュラム【講義動画視聴 150 分】 ３ 

「認知症介護基礎研修の効果的な実施方法に関する調査研究事業」報告書（認知症介護研究・研修仙台センター）から引用 

➊ 認知症の人を取り巻く現状 

❷ 具体的なケアを提供する時の判断基準となる考え方 

❸ 認知症の人を理解するために必要な基礎的知識 

➍ 認知症ケアの基礎的技術に関する知識と実践上の留意点 

！  留意事項 

☑ 令和４年度から全面的にeラーニングへ移行するため、原則、集合形式での研修は実施しな

いこととなります。ご自宅や勤務先等において受講できるよう、あらかじめ準備ください。  
☑ スマートフォンによる受講も可能ですが、データ容量が大きくなるため、Wi-Fi環境下での

受講が推奨されます。  
☑ 行政窓口での申込みは必要なく、eラーニング専用サイトにログインし、受講料（3,000 円）

を支払うなど、手続きは受講者ご自身で進めていただくこととなります。 

修了証書（pdf）の発行 

確認テスト（○×形式） 

講義動画を視聴 

専用サイトにログイン 

http://dcnet.marutto.biz/e-learning/ 

ID付与、 

受講許可 

計 150 分 

全て合格 

※ 次の資格等を有する方について、受講は義務となりません。 

看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修
了者、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員養成研修課程一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等＿ 

高齢者保健福祉課  

直通 011-204-5275  


